
保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

1

京
都
府
長
岡
京
市
の
実
態
か
ら
考
え
る
1

上

田

千

秋

は

じ

め

に

昭
和
四
八
年
秋
の
石
油
危
機
を
契
機
と
し
て
、
国
の
経
済
環
境
が
変
化
し
、
減
速
経
済
の
定
着
が
も
は
や
不
可
避
的
と
み
ら
れ
る
に

い
た

っ
た
現
在
に
お
け
る

「福
祉
み
な
お
し
」
論
の
焦
点
は
、
慢
性
的
財
源
不
足
状
況
下
に
呻
吟
す
る
地
方
税
財
政

の
中
で
の
、
社
会

福
祉
費

の
超
過
負
担

の
問
題
に
あ
つ
め
ら
れ
た
感
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
京
都
府
長
岡
京
市
の
保
育
所
運
営

に
関
す
る
実
態
も

ま
た
、
保
育
需
要

の
増
大
と
多
様
化
に
対
応
し
た

一
自
治
体
財
政
の
窮
状
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
特
定
の
自
治
体
の

特
異

な
事
例
で
は
な
く
、
す
く
な
く
と
も
大
都
市
圏
に
属
す
る
中
小
都
市
に
お
い
て
は
、
ほ
ば
共
通
す
る
傾
向
を
示

し
て
い
る
こ
と
、

し
か
も
こ
の
課
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
単
に
児
童
福
祉
施
設
と
し
て
の
保
育
所
の
み
な
お
し
だ
け
で
は
な
く
、
中
央

・
地
方
を
通
ず

る
福
祉
行
政
全
般

の
厳
し
い
み
な
お
し
が
前
提
条
件
と
な
る
こ
と
を
最
初
に
述

べ
て
お
き
た
い
。

一
、

長
岡

京
市
保

育
行

政

の
概

況

長
岡
京
市
は
北
は
向
日
市

・
京
都
市
、
東
は
京
都
市
、
南
は
大
山
崎
町
、
西
は
大
阪
府
島
本
町
に
接
す
る
面
積
僅

か
に

一
九

・
二
四

平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
自
治
体
で
あ
る
。
四
七
年
市
制
施
行
当
時
五
四
、
八
五
九
人

(四
月

一
日
現
在
)
で
あ
っ
た
人
口
は
、
五
二
年

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

一



表1過 去3年 間の就学前児童数

52年

1,297

1,414

1,545

1,598

1,611

1,501

'..

13.4%

4月1日 現在

51年

1,396人

1,599

1,641

1,650

1,537

1,404

9,227

14.1%

50年

1,560人

1,666

1,660

1,545

1,400

1,369

9,200

14.5%

 

歳Q

歳1

歳2

歳M

歳4

歳5

計

人口に対する比率

二

一
〇
月

一
日
現
在
六
八
、
〇
二
三
人
に
達
し
て
お
り
、
総
人
口
の
中
に
占

め
る
児
童
人
口
の
割
合
は
五
〇
年
以
降
三
〇
%
を
こ
え

て
い
る
。
と
り
わ

け
保
育
対
策
上
問
題
と
な
る
就
学
前
児
童
数
の
最
近
の
動
向
は
表
①
の
と

お
り
で
あ
る
。

保
育
所
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
当
然
幼
稚
園
の
存
在
を
無
視
す
る
こ

ど
が
で
き
な
い
が
、
市
内
に
は
公
立
幼
稚
園
が
な
く
、
私
立
が
五
園
存
在

す
る
。
ま
た
市
内
居
住

の
児
童
が
通
園
す
る
隣
接
二
市

一
町
の
私
立
幼
稚

園
は
四
園
で
あ
る
。
五
二
年
四
月
現
在
の
数
字
で
は
、
以
上
の
九
園
に
通

園
す
る
市
内

の
児
童
は
三
歳
児
五
九
人
、
四
歳
児

一
、
〇
七
八
人
、
五
歳

児

一
、
〇
三
〇
人
、
計
二
、

一
〇
八
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
対
象

年
令
児
童
総
数

の
約
四
五
%
に
相
当
す
る
し
、
な
か
で
も
四
～
五
歳
児
の

約
六
八
%

(全
国
平
均
五
六
%
)
が
幼
稚
園
児
と
な
る
か
ら
、
保
育
所
に

対
す
る
三
歳
以
上
児
の
保
育
需
要
は
、
当
然
三
歳
児
に
集
・甲
す
る
こ
と
に

な
る
。

長
岡
京
市
は
市
立
幼
稚
園
を
も
た
な
い
代
り
に
、
保
育
に
欠
け
る
児
童

の
全
員
入
所
を
目
標

に
、
保
育
所
の
増
設
に
意
欲
的
に
と
り
組

ん
で
き
た

と
い
え
る
が
、
そ
の
結
果
は
表
②

の
と
お
り
で
、
市
制
施
行
前
に
は
四
カ

所
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
現
在
は
公
立
は
七
、
私
立
三
の

一
〇
ヵ
所
を
数



表2保 育所の設置状況

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

公 ・私

立の別
保育所名 開所(園)年 月 日

定 員

3歳未黼13歳 以上児

公立 陣 田 保 育 所1昭 和28年4則25人

〃1神 足 〃 〃42年5則3・

300人1

150

〃 今 里 〃 〃45年5月i20 160

・ 隊 岡 〃 〃47年4月13・ 120

〃 障 ・町 it 〃48年4則4・ 90

〃 隔 田 // 〃5・年4則4・ 110

〃 隊 田 // 〃51年4月 40 80

私立1二 葉 保 育 劇 〃45年9月16・

/f海 畤 〃 〃48年4月t3・ i2a

〃 ゆ りかご 〃 〃49年5月 60

皿i

合計
　

37511,130

表3保 育所建設費の内訳(用 地 費は含 まない)
ヒ 　

{細 保Pif(49鞭 建設)1細 保漸(5・ 年曜 設)t

費

金

金

担

担

分

業

助

助

負

颶

補

負

過

積

事

庫

補

超

輔

総

国

府

市

市

基

98,000千 円

27,637

13,818

1S,820

27,507

15,218

100.

28.2

14.1

14.1

28.1

15.5

86,050千 円i100.%

39,522

14,82fl

4,943

9,541

17,224

45.9

17.2

5.8

11.1

20.0

(補助基本額55,275千 円国2/4府1/4市1/4)(鸛 舗3/1蹇 ・2瓢 畏)



表4長 岡京市の措置率

擁 定則 申讖1鰡 数障 辭
48

49

50

51

52

1,175

1,235

1,385

1,505

1,505

1,301

1,484

1,582

1,785

1,800

126

249

197

281

295

90.3

83.2

87.5

84.3

83.6

表5措 置率の都市間比較(昭 和50年)

1關京1奈良塵 川i細 宝刻春畊

欒{瓮綴簒
待 機 率

69%

17%

14%

37

18

46

44

11

45

48

25

27

26

16

58

57

12

31

資料:釶 方行政総合研究 センターの報告書に よる

(注①)

表6障 害児入所状況

50 51 52

措 置

母 子 通 園

20人 29

7

29

3

表7障 害 別児童状況(51年 度)

【3劇4劇5劇 計
精 神 薄 弱

情 緒 障 害

身 体 障 害

(肢体不 自由)

(言語 障害)

計

3

1

1

(1)

5

8

3

4

(2)

15

7

2

7

(4)

(3)

16

18

6

12

(7)

(3)

36

四

え
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
地
域
的
に
み
て
も
公
立
施
設
の
適
正
配
置
が
極
力
図
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ど
こ
ろ
で
表
③
は
、

四
九
年
度
及
び
五
〇
年
度
に
新
設
さ
れ
た
保
育
所
の
建
設
費
の
経
費
負
担
区
分
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
五
〇
年
度
建
設
分
は
、
国
庫
補

助
単
価
の
引
き
上
げ
と
基
準
面
積
の
拡
大
に
よ
り
、
前
年
度
建
設
分
に
比
べ
て
、
市
費

の
実
際
負
担
割
合
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
が
、
な
お
超
過
負
担
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
用
地
取
得
費

の
補
助
と
と
も
に
、
さ
ら
に
国
庫
補
助
の
引
き
上
げ

が
の
ぞ
ま
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

表
②
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
収
容
定
数
も
こ
の
五
年
の
問
に
七
四
五
人
か
ら

一
、
五
〇
五
人
と
二
倍
に
増
大
し
た
。
し
か
し
な
が
ら



保
育
需
要
は
年
々
増
大
し
続
け
、
措
置
率
は
む
し
ろ
若
干
の
低
下
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る

(表
④
)。

し
か
し
な
が
ら
当
市

の

措
置
率
が
他
都
市
に
比

べ
て
高
く
、
し
か
も
そ
れ
が
公
立
保
育
所
の
充
実
に
よ

っ
て
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
最

近
ま
と
め
ら
れ
た

0

あ
る
研
究
報
告
書
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(表
⑤
)

保
育
需
要
の
多
様
化

に
対
応
し
て
、
長
岡
京
市

で
も
、
乳
児
保
育
、
障
害
児
保
育
、
長
時
間
保
育
や
、
学
童
保
育
、
さ
ら

に
は
保
育

所
未
措
置
児
童
に
対
す
る
対
応
策
を
講
じ
て
い
る
が
、
そ
の
概
要
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

乳
児
保
育

乳
児
保
育
は
、
公
立
で
は
昭
和
四
二
年
か
ら
、
生
後
六
ヵ
月
以
上
を
対
象

に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
私

立
は
生
後
三
ヵ
月

以
上
を
対
象
と
し
て
い
る
。
乳
児
の
総
定
員

(収
容
児
童
総
教
)
に
対
す
る
比
率
は
二
五
%

(公
立

一
八
%
、
私
立
五
六
%
)
で
他
都

市

に
比

べ
て
高
い
比
率
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

障
害
児
保
育

当
市
が
心
身
に
障
害
を
も

つ
児
童

一
七
人
を
、
は
じ
め
て
保
育
所
に
受
け
入
れ
た
の
は
昭
和
四
七
年

で
あ
る
が
、
五

〇
年

に
は
障
害
児
保
育
研
究
会
を
設
け
、
担
当
職
員
が
、
就
学
前
保
育

の
保
障
と
集
団
生
活
で
の
全
面
発
達
を
図
る
た
め
の
方
途
に
っ

い
て
実
践
に
根
ざ
す
研
究
を
行
な

っ
て
い
る

(表
⑥
⑦
参
照
)。

障
害
児
保
育

の
実
施

に
あ
た

っ
て
は
、
障
害

の
程
度

に
よ
り

一
対

一

の
保
育
が
要
求
さ
れ
る
の
は
当
然
で
、
当
市

で
は
現
在
障
害
児
担
当
職
員
と
し
て
二
二
名

(専
任

一
六
人
、

ア
ル
バ
イ
ト
六
人
)
を
配

置

し
て
い
る
が
、
障
害
児
保
育

の
実
施

に
と
も
な
う
経
費
増
加
は
、
五

一
年
度

に
お
い
て
人
件
費

の
み
で

一
、
五
八
七
万
円

(見
込
)

と
な

っ
て
い
る
。

長
時
間
保
育

長
時
間
保
育
に
つ
い
て
当
市

の
行
政
資
料
は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
共
働
き
家
庭
が
多
く
、
母
親
か
ら
の
長
時
間
保
育

の
要
望
が
強
く
、
こ
れ
に
応
え
る
た
め
に
厚
生
省
が
定
め
る
保
育
時
間
は
原
則

と
し
て
八
時
間

(午
前
八
時
～
午
後
四
時
)
で
あ
る
が
、
本
市
は
働
く
婦
人
が
安
心
し
て
働
け
る
保
育
時
間
を
保
障
す
る
た
め
、
長

時

閥
保
育
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

五



六

年

々
長
時
間
保
育
を
希
望
す
る
世
帯
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
保
母
の
早
出
、
居
残
り
、
あ
わ
せ
て
パ
ー
ト
保
母

(午

後
四
時
～
六
時
)
を
導
入
し
て
対
処
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら

の
必
要
経
費
は
昭
和
五

一
年
度
で
保
母
の
時
閲
外
勤
務
手
当
が
約
二
、

②

○
○
○
万
円
、
パ
ー
ト
保
母
賃
金
約
五
三
〇
万
円
に
達
し
て
い
ま
す
。」

(表
⑧
参
照
)

学
童
保
育

い
わ
ゆ
る
学
童
保
育
事
業
は
、
当
市
で
は
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る

「
留
守
家
庭
児
童
会
」
の
事
業
と
し
て
運
営
さ
れ

て
い
る
。
単
位
児
童
会
は
各
小
学
校
区
ご
と
に
設
置
さ
れ

(現
在
八
)
、

校
地
内
の
独
立
施
設
又
は
空
教
室
を
利
用

し
て
、
原
則
と
し

て
四
年
生
以
下
の
保
育
に
欠
け
る
児
童
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
五
二
年
五
月
現
在
の
対
象
児
童
数
は
合
計
二
九
八
名
、
五

一
年
度
支

表8長 時 間保育状況(公 立のみ)

52年4月 現在

定員 午 前
7:30^8:00

午後
4:00^-5:00

午 後
5:00^-6:00

148人

326

474

163人

492

645

142人

293

425

3歳未瀏225人

3歳 以 上 児1,015
1

計i1,235

出
総
額
は
約
三
、
三
〇
〇
万
、
う
ち
二
、
八
〇
〇
万
円
が
市
費
負
担
で
あ

っ
た
。

未
措
置
児
童
の
対
応
策

児
童
福
祉
法
に
基
づ
か
な
い
、
市
独
自
の
制
度
と
し
て
、
ω
家
庭
保

育
福
祉
員
制
度
、
②
簡
易
保
育
施
設
等
助
成
制
度
、
㈲
乳
児
保
育
委
託
料
支
給
制
度
を
実
施
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
他
の
地
方
自
治
体

に
も
多
く
の
先
例
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
助
成
方
式
で
あ

る
が
、
ω
は
保
育
所
に
措
置
で
き
な
か

っ
た
保
育

に
欠
け
る
乳
児
の
保
育
を
育

児
経
験

の
あ
る
家

庭
保
育
福
祉
員

(現
在
六
名
)
に
委
託
す
る
も
の
、
②
は
い
わ
ゆ
る
無
認
可
保
育
施
設
に
若
干

の

助
成
金
を
支
給
す
る
も
の
、
㈲
は
無
認
可
施
設
や
個
人
に
三
才
未
満
児
の
保
育

を
委
託
し
て
い
る

母
親

に
対
す
る
経
費
助
成
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
制
度

の
対
象
と
な
る
児
童

は

一
ヵ
月
平
均
約

一
二
〇
名

で
あ
る
が
、
市
が
実
際
に
負
担
し
た
経
費
は
五

一
年
に
お
い
て
約

一
、
四
〇
〇
万
円
と

み
ら
れ
る
。

保
護
者

の
要
請
に
応
え
て
保
育
行
政
を
充
実
し
て
い
く
た
め
に
は
、
当
然
、
施
設
設
備
の
拡
充

の
ほ
か
に
保
育
要
員

の
確
保
が
問
題
と
な

っ
て
く
る
。
国

の
定
め
て
い
る
保
母

の
配
置
基
準
で
は
、



保母の配置基準

長岡京市

3人 につ き1人

5人 につ き1人

6人 につ き1人

国の基準

6人 につ き1人

0歳 児

1歳 児

2歳 児

3歳 刺2・ 人1・つ き・人[・6入1・ つ き ・人

24人 につ き1人

30人 につ き1人
30人 につ き1人

4歳 児

5歳 児 ～

と
う
て
い
保
育
要
求
を
満
た
し
得
な
い
た
め
、
市
独
自
の
配
置
基
準
を
設
定
し
、
さ
ら
に

障
害
児
保
育
、
長
時
問
保
育
む
け
の
人
員
を
も

一
応
確
保
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
市

立
保
育
所
七
ヵ
所
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
乳
児
二
二
五
人
を
含
め
計

一
、

二
三
五
人
の

定
員

に
対
す
る
、
国

の
基
準
保
母
数
は
七
九
人
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
保
母

=
二
六
名

を
配
置
し
て
お
り
、
こ
れ
に
所
長
、
調
理
員
、
用
務
員
、
通
園
バ
ス
運
転
手
、
看
護
婦
な

ど
の
直
接
要
員
四

一
名
を
加
え
れ
ば
合
計

一
七
五
人
が
、

一
、
二
三
五
人
の
保
育
に
当

っ

て
い
る
こ
ど
と
な
り
、
児
童
七
人
に
対
し

一
人
の
割
合
と
な
る
。

二
、
保
育
所
運
営
費

の
動
向

以
上
の
よ
う
に
多
種
の
保
育
需
要
の
増
大
に
可
能
な
限
り
の
対
応
を
と
努
力
し
て
い
る

こ
の
市
の
保
育
所
等
運
営
費
は
、
そ
れ
で
は
市
の

一
般
財
政
の
中
で
ど
ん
な
比
重
を
占
め

て
い
る
の
か
、
保
育
事
業

の
充
実
が
、
歳
入
歳
出
面
で
ど
ん
な
変
化
を
与

え
て
き
た
か
を

簡
単

に
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
長
岡
京
市

の
五
二
年
度

一
般
会
計
予
算
は
七
五
億
五
七
、
七
四
万
八
千
円
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
昭
和
四
〇
年
は
四
億
四
千

万
弱

、
四
六
年
は
二
七
億
七
千
万
強
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
年
の
予
算
規
模
は
四
〇
年
の
約

一
五
倍
、
四
六
年
の
二

・
三
五
倍
に
達
し
て

い
ゐ
。
こ
の
問
の
人
口
増
加
は
そ
れ
ぞ
れ
二

二
二
倍
、

一
・
二
倍
で
あ
る
か
ら
物
価
上
昇
を
考
慮
し
て
も
な
お
予
算
規
模
の
拡
大
は
相

当
な
も
の
で
あ
る
。

表
⑨
の
示
す
よ
う
に
、
歳
入
構
成
比
の
変
化
の
特
徴
は
、
自
主
財
源
の
減
少
と
国
庫
支
出
金
の
増
大
に
あ
る
が
、

人
口
急
増
都
市
の

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

七



表9歳 入及び構成比 (単位:千 円)

i昭 和52倒 〃%1昭 和5・年 陬 ・46年1昭和4・年

(税 収 入地方交付税 を含 む)14,・36,59・ 【53.4152.・146.4}65.・

使用料 ・手数料 87,9181.211.512.411.2
国 庫 支 出 金 1,396,355118.520.16.2 3.6

府 支 出 金 175,6292.313.31.62.3
市 債11,・27,…1・3.61・3.・133.81・7.・

そ の 他 834,256・1.・1・o.・1・1.・i・1.7

計 ・%17,557,748・ ・0.・1・ ・o.・i・ ・o.・[・ ・0.・

表10目 的別歳出内訳 ・構成比 (単位:千 円)

1昭 和52剣 〃%陣 ・5・年 階 ・46年i昭和4・年

議 会 費 101,79411.31.1,0.912.3
総 務 費 814,60910.815.4114.5119.5
民 生 費2,060,9・9127.3i17.9【9.9[7.4

衛 生 費 639,2278.48.68.212.7

労 働 費 98,36・i1.310.siO.410.2

農 林 水 産 費 52,67110.70.911.42.6
商 工 費 61,7010.80.70.50.6

土 木 費1,288,93・1・7.・121.61・5.2}20.・

消 防 費 272,6883.612.63.44.1
教 育 費11,3・4,7・ ・1・7.3・9.6[37.4127.5

災 害 復 旧 費 4,3970.110.OIO.1
公 債 費 851,82811.310.817.413.1
諸 支 出 金 費 5,9120.1 一10 .71

計 7,557,748100.0100.0100.0100.0

八



表11保 育所関係費の ウエイ ト

50年51年昭和52年

一 般 会 計 当 初 予7
,557,748・ ・o.・・6,・22,423・ ・0.・・5,839,985・ ・o.・・

・ 民 生2,・60,9・92τ27ト94勾278132.231,792,・32130.69

b保 鞭 係 劃678,3288.98590,・429.8・1478,・29】8.・9

26.6830.4032.91b/a

中
で
は
本
市

の
財
政
力
は
法
人
税
収
入
が
大
き
く
、
か
な
り
高
い
方
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
表
⑩
が
示
す
よ
う
に
歳
出
の
構
成
比
を
み
て
み
る
と
、
民
生
費
が
、
現
在

で
は
全
予
算
の
四

分
の

一
以
上
を
占
め
、

つ
い
に
目
的
別
歳
出
の
ト
ツ
。フ
に
立

っ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
土
木

費
、
教
育
費
の
占
め
る
比
率
が
高
か

っ
た
の
は
、
当
然
人
口
急
増
に
み
あ
う
学

校
の
建
設
、
増
築

が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

(現
在
小
学
校
八
、
中
学
校
三
校
)
最
近
の
民
生
費
の

増
加
は
、
社
会
福
祉
の
重
視
、
と
り
わ
け
、
保
育
所
の
充
実
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

次
に
、
最
近
三
年
間
の
当
初
予
算
に
占
め
る
保
育
所
関
係
費
の
動
向
を
見
て
み
よ
う
。
表
⑪
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
五
二
年
の
予
算
は
五
〇
年
に
対
し
二
九
%
の
伸
び
を
示
し
て
い
る
。
民
生
費
の

伸
び
は

一
五
%
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
保
育
所
費
は
こ
の
間

に
四
二
%
の
伸
び
を
示
し
、
民
生
費
の

三
分
の

一
を
占
め
る
ま
で
に
膨
張
し
て
き
て
い
る
。
保
育
所
費
の
比
重
が
こ
の
よ
う
に
高
い
の
は
、

決
し
て
当
市

の
み
の
特
色
で
は
な
く
、
人
口
急
増
都
市

で
は
む
し
ろ
共
通
す
る
傾
向
で
あ
り
、
表

⑫

の
と
お
り
、
大
都
市
圏
の
ベ
ッ
ド

・
タ
ウ
ン
の
中

に
は
、
民
生
費

の
半
分
近
く
を
占
め
る
例
す

ら
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
保
育
所
費
の
膨
張
は
、
結
果
的
に
は
市
費
負
担

の
増
加
を
も
た
ら
し

て
お
り
、
地
方
財

政

の
窮
迫
化
の
な
か
で
、
い
つ
ま
で
こ
の
傾
向
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

こ
れ
が
他

の
社

会
福
祉
部
門
の
充
実
を
阻
害
し
て
は
い
な
い
か
、
或
い
は
、

こ
の
よ
う
な
形
で

の
保
育
所

の
充
実

は
、
自
治
体
の
と
る
べ
き
社
会
福
祉
の
姿
勢
な
の
か
に
つ
い
て
厳
し
く
み
な
お
す
必
要

に
迫
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
当
市

の
保
育
所
運
営
経
費
の
状
況
を
五

一
年
度

の
決
算
数
字

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

九



表12一 般会計民生費に占め る保育所費の ウエイ ト(50年 度当初予算 による)

10.6

29.1

33.0

29.4

20.2

25.4

京 都 府 綾 部 市

宮 津 市

大 阪 府 枚 方 市

吹 田 市

豊 申 市

静 岡 県 三 島 市

26.7

48.7

38.5

45.6

30.1

21.1

京 都 府 長 岡 京市

向 日 市

大 山崎町

城 陽 市

宇 治 市

福 知 山市

一
〇

を
も
と
に
み
な
お
し
て
み
よ
う
。

周
知

の
と
お
り
保
育
所

の
運
営
に
当

っ
て
は
、
法
に
よ
っ
て
そ
の
十
分

の
八
が
国
の
負
担
、

残
り
の
十
分

の

一
が
府
県
の
負
担
、
十
分

の

一
が
市
町
村

の
負
担
と
定
め
ら
れ
て
い
る

(児

童
福
祉
法
第
五
三
～
五
五
条
)。

と
こ
ろ
が
国

の
負
担
金
交
付
方
法
は
、
国

の
定
め
た
運
営

費

(措
置
費
)
の
枠
内

で
計
算
さ
れ
る
た
め
、
措
置
費
と
実
際
に
要
し
た
経
費
と
の
差
が
開

く
ほ
ど
自
治
体
の
超
過
負
担
は
大
き
く
な
る
。
住
民
の
保
育
需
要

の
多
様
化

に
積
極
的
に
対

応
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
に
な

る
。
長
時
間
保
育
、

障
害
児
保
育
に
対
す
る
国
の
実
質
的
考
慮
は
な
き
に
等
し
い
し
、
必
要
経
費
は
当
市
の
場
合

も
最
初
か
ら
自
治
体
の
全
額
負
担
で
発
足
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
民
間
保
育
所
等

へ

の
運
営
費
の
補
助
も
、
国
の
保
育
所
措
置
費
基
準
の
低
さ
を
カ
バ
ー
す
る
形
で
、
他
都
市
に

な
ら

っ
て
負
担
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
問

題
と
な
る
の
は
、
国

が
毎
年
措
置
費
単
価
の
値
上
げ
に
比
例
し
て
設
定
し
て
い
る
保
育
料
徴
収

基
準
に
即
し
た
保

育
費
を
徴
収
で
き
ず
、
市
独
自
の
基
準
を
定
め
て
、
全
体
と
し
て
は
今

も
な
お
国

の
基
準
の

半
額
て
い
ど
の
負
担
を
求
め
る
に
留
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
結
果
を
示
す
も
の
が
、
図
①
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
五

一
年
度

の
保
育
所
運
営
費
は
、

国
の
基
準
の

一
・
九
倍
を
要
し
た
の
で
あ
り
、
総
経
費
六

・
三

一
億

の
う
ち
、
国
庫
負
担
は

僅
か
に

一
八
%
、
保
護
者
負
担
分
は

一
七

・
五
%
、
結
局
市
費
負
担
六

一
%
、
市
の
超
過
負

担
は
五
八

・
七
%
を
占
め
た
の
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
市
が

一
般
会
計
か
ら
負
担
し
た
超
過
負



図1.保 育所運営総経費の状況(51年 度)

単位:円()は%

措置費④

338,723,980(
100.0)

:

『7,447,5° °

驥&)。%
113,567912(

33.5}

質

揚

賓

齷

徴 収金(保 護者負担金)⑧

196,764,090(58,1)

↑含
14,195,98914,195,989

(④一⑧)×禰 亅(④一③)x%

国負担
113,567,912

(18.0)

餮謁 要
担
¢3)

保育料(保 護者負担金)
110,560,800

(17.5)

市飜 欝 減額)

(13:6)

聽
助O
:2)

市費負担(超 過 負担)

284,679,735

(45.1)

保育所運営費
一

630,851,215
(ioo.o>

市費負担総額385,079,014ぐ

(原

測
)

(実

際
〉

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担

に
つ
い
て

艶
銑
⑩

担
額
は
、
三

・
七
億

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
対
象
と
な
っ
た
児
童

は
、
三
才
未
満
児

三
七
五
人
、
三
才
以
上
児

一
、

=
二
〇
名
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
児
童

一
人
当

り
の
保
育
経
費

の
負
担
区
分
は
表
⑬
の
と
お
り
で
あ

っ
た
。
す
な

わ
ち
三
才
未
満
児
の

場
合

一
人

一
ヵ
月
約
六
万
五
、
○
○
○
円
の
経
費
を
要
し
、
し
か
も
そ
の
約
六
〇
%
が

市
費
負
担
で
あ
っ
た
。
三
才
以
上
児
の
場
合
も
同
様

に
六
〇
%
が
市
費
負
担

で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
保
育
児
童

一
人
当
り
の
市

の
超
過
負
担
支
出
は
五

一
年
度

に
お
い
て
乳
児

一
人

当
り
四
四
万
五
〇
〇
〇
円
、
幼
児

一
人
当
り

一
六
万
五
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

こ
れ
ら
保
育
児
童
は
、
市
内

の
対
象
年
令
児
童

の
そ
れ
ぞ
れ
八
%
、

二
五
%
を
占
め
た

に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
そ
し
て
五
二
年
度
に
お
け
る
市

の
超
過
負
担
額

は
、
少
な
く
と
も

乳
児

一
人
年
額
五
〇
万
円
、
幼
児
は
二
〇
万
円
と
な
る
も
の
と
計
算
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
い
か
に

「保
育
に
欠
け
る
」
児
童
の
た
め
で
あ
る
と
は
い
え
、

一
部
の
対

象
児

に
こ
の
よ
う
に
多
額
の
市
費
負
担
を
行
な
う
の
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
と
す
る
住

民

の
不
満
が

一
部
に
う

っ
積
し
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
不
満
の
声
は
、

幼
稚
園
児
を
も
っ
母
親
や
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
会
員
の
間
に
多
く
、
直
接

・
聞
接

に
市

の

福
祉

・
教
育
行
政
に
関
係
を
も

つ
公
務
員
、
さ
ら
に
は
乳
児
保
育

に
た
つ
さ
わ
る
職
員

の
間
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
現
実
を
疑
問
視
す
る
意
見
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て

い
る
。

「共
稼
ぎ
夫
妻
の
子
供
の
保
育
援
助
費
を

一
と
す
る
と
、
寝
た
き
り
老
人
の
介
護
援

=



表13保 育児童1人 当り月額所要経費状況 表15各 年度別所得 階層別措置児童の

(単位:円)割 合

年 令

負担区分

3歳
未満児

3歳
以上児 平 均 49 50 51 52

う ち
乳 児

50
(全国)

A 1.5 o.z o.z o.s 一 1.77

措 置 費 ::一 12,564 19,234

B 2.0 2.6 一 一 　 3.47

内

訳

国 庫 負 ま旦金 15,774 3,286 6,449
C1 6.4 9.5 5.9 8.3 6.7 13.96

府 負 担 金 1,972 411 806 z 5.1 4.9 8.9 5.7 4.3 16.17

3 5.1 6.0 s.2 7.7 5.6 7.63
市 負 担 金 ④ 1,972

一

411 806

D1 1.3 2.3 2.9 1.3 o.a 4.11

徴 収 金(
保護者負担金) 19,156 8,456 11,173

2 13.1 13.9 ?.1 3.7 1.6 16.78

上
記
の
再
掲

保 育 料
(保'護者負担金)

8,099 5,660 6,278 3 16.9 16.4 8.'1 6.5 3.7 13.16

育 料保
(市費軽減額)⑧ 11,05? 2,196 4,895 4 ,; 11.3 16.5 14.3 9.9 7.24

5 10.3 8.3 11.2 10.8 11.8 4.43

市費法外負担金◎ 26,034 10,970 16,587

6 23.5 s.s 9.0 8.3 7.5 3.07

総 所 要 経 費 64,908 23,534 35,821
7 17.2 5.6 ?,9 11.8 7.14

市 費 負 担 総 額
○+●+○

39,063 14,177 22,288 8 17.9 5.8 8.3

9 19.1 28.1 私的契約
1.05実 質保 護 者 負 担率12.4824.05

肩f望1そ 〃60.1960.24 計 ioo.o ioo.o 100.0 100.0 100.0 ioo.00

=
一

助
金
は

一
桁
下

っ
て
○

・
一
、
さ
ら
に

一
番
重
い

一

級

の
障
害
者

に
与
え
ら
れ
る
福
祉
金
は
○

・
五
と
い

う
比
率
に
な
っ
て
い
る
」
と
、
市

の
福
祉
予
算
を
分

析
し
た
上
で
、
保
育
費
を
親
に
代

っ
て

一
般

市

民

(納
税
者
)
が
支
払

っ
て
い
る
実
態
を
批
判
し
、
「
し

か
も
乳
幼
児
を
持

つ
家
庭

の
う
ち
八
軒
に
七
軒
近
く

ま
で
は
ー

そ
の
中
に
は
切
詰
め
た
生
活
を
し
て
い

る
家
庭
も
あ
る
が
i

自
分

の
子
は
自
分

の
力
で
育

て
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
財
政
は
何
と
か
な
っ
て
い

る
も
の
の
、
若
し
も
今
の
料
金
規
定

で
仮
に
乳
幼
児

の
全
員
保
育
に
で
も
当
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
だ

け
に
、
毎
年
三
十
何
億
円
位
の
税

金
支
出
が
必
要
と

な

っ
て
市
の
財
政

は
保
育
費
を
か
か
え

て
自

爆

す

⑧る
」
と
あ
る
老
人
が
ガ
リ
版
を
き

っ
て
訴
え
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
乳
幼
児
の
全
員
保
育
と
い
う
こ
と
に
な

れ
ば
、
現
行
制
度
の
も
と
で
は
市

の
直
接
負
担
が
年

間
三
十
億
て
い
ど
で
済
む
は
ず
が
な
い
し
、
財
政
力

が
許
し
た
と
し
て
も
実
現
す
る
は
ず
が
な
い
こ
と
は



表14保 育料徴収基準額の国 と比較(52年4月 現在)

階 層
区 分 定 義

国の徴収基準額(月額) 市の基準額(月 額) 市/国

3歳 未満 3歳 以上 3歳 未満 3歳 以上 3歳未満 3歳 以上

A 生活保護法による被保護世帯 0円 0円 0円 0円 一% 一%

B A階層を除き前年度分の市民税非課税世帯 0 0 0 0 一 冖

C

1
-

2
-

3

A階層、B

階層を除き
前年分の所

得税非課税

世帯

前年度分の市民税のうち均等割の
みの課税世帯 3,050 2,600 2,400 2,000 78.7 7s,s

前 年度分の市民税のうち所得割課
税額 が5,000円 未満である世帯

4,150 3,700 3,000 2,700 72.3 73.0

前年度分の市民税のうち所得割課
税額 が5,000円 以上である世帯

4,750 4,300 3,600 3,400 75.8 79.1

D

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9

A階 層、B

階層を除き

前年分の所

得税世帯

前年度分の所得税課税額が3,000
円未満である世帯

5,700 5,250 4,400 4,000 77.2 76.2

前年分の所得税課税額が3,000円以上
15,000円 未満である世帯

8,100 7,650 5,600 5,000 69.2 65.4

前年分の所得税課税額が15,000円
以上30,000円 未満である世帯

■

8,300 7,850 6,600 6,000 79.5 76.4

前年分の所得税課税額が3G,000円
以上60,000円 未満である世帯

10,550 10,100 7,600 7,000 7ao 69.3

前年分の所得税課税額が.1111円
以上90,000円 未満である世帯

14,600
(14,150)
12,370

':11
7,800 67.1

(55.1)
63.1

前年分の所得税課税額が90,000円
以上120,000円 未満である世帯

zo,goo
14,150)
12,370 13,000 X!1 628 isi.o>

69.5

前年分の所得税課税額が120,000円
以上150,000円 未満である世帯

34,400 (15,020)12
,370 15,500 9,200 45.1 (61.3)

77.4

前年分の所得税課税額が150,000円
以上180,000円 未満である世帯

35,610 (15,020)
12,370

18,000 s,soo 50.5 (65.2)79
.2前年分の所得税課税額が180,000円

以上で ある世帯
35,610 (15,020)

12,370

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

)内 は3歳 児(注)定 員区分 は120～150人 、地域区分は丙地域(

い
う
ま
で
も
な
い
。
問
題
は
、
市

の
保
育
所
重
視

の

行
政
が
、
今
日
で
は
他

の
福
祉
部
門

の
充
実
を
長
期

に
わ
た
っ
て
遅
ら
せ
て
い
る
点

に
あ
る
。

本
市
に
は
、
保
育
所
の
外
に
直
営
福
祉
施
設
と
し

て
は
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー

(昭
和

四
九
年
設
置
)
が

あ
る
の
み
で
あ
る
。
市
立
老
人
ホ
ー
ム
は
な
く
収
容

措
置
を
要
す
る
老
人
は
他

の
自
治
体

の
ホ
ー
ム
に
依

存
し
て
い
る
。
市
民
病
院
も
な
い
、
ま
し
て
障
害
者

の
た
め
の
福
祉
施
設
も
な
い
。
独
居
老
人

一
一
四
名
、

ね
た
き
り
老
人
三
四
名
に
対
す
る
ホ
ー
ム

・
ヘ
ル
パ

ー
は
四
人
、
そ
し
て
在
宅
老
人
福

祉
事
業
は
社
会
福

祉
協
議
会
に
委
託
し
て
い
る
。
七
〇
才
以
上
の
老
人

に
は

一
〇
〇
〇
円

の
敬
老
祝
金
し
か
出
し
て
い
な
い
。

ね
た
き
り
老
人
を
介
護
す
る
者

に
対
す
る
手
当
は
月

額
コ
'
1
10
0
円
で
あ
る
。
そ
の
他
と
り
た
て
て
紹

介
す
べ
き
独
自
の
福
祉
事
業
は
見
当
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
表
⑭
は
、
保
育
料

に
つ
い
て
国

の
定

め

た
徴
収
基
準
と
市
が
設
定
し
た
基
準
と
の
比
較
を
み

一
三



一
四

た
も
の
で
あ
る
。
市
の
定
め
て
い
る
乳
児
保
育
料
が
、
高
所
得
階
層
に
お
い
て
国
の
基
準
の
半
額

に
し
か
相
当
し
な

い
こ
ヒ
が
注
目
さ

れ
る
。
し
か
も
表
⑮
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
本
市
に
お
い
て
は
高
所
得
階
層

の
措
置
児
童
の
割
合
が
非
常
に
高
く
、
五

二
年
度

に
お
い
て

は
、
三
歳
児
未
満
の
四
八

・
二
%
が
前
年
度
の
所
得
税
課
税
額
十
二
万
円
以
上
の
階
層
に
属

し
て
い
る
。
そ
こ
で
次

の
よ
う
な
矛
盾
が

生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

五
二
年
度
の
乳
児
保
育
経
費
は

一
人
平
均
年
額
八

一
万
三
千
円
と
計
算
さ
れ
、
う
ち
市
費
に
よ
る
超
過
負
担
額
は
そ
の
六

一
%
の
四

九
万
六
千
円
と
み
つ
も
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
階
層
別
に
と
ら
え
た
場
合
、
た
と
え
ば
q
階
層

の
乳
児

に
つ
い
て
は
国
庫

や
府
費
負
担
が
あ
る
た
め
、
市
の
超
過
負
担
は
、

一
人
年
額
三
八
万
円
て
い
ど
に
な
る
。
こ
れ
に
対

し
て
圦
階
層
以
上
の
乳
児
に
つ
い

て
は
、
定
め
た
保
育
料
の
最
高
額
を
徴
収
し
た
と
し
て
も
、

一
人
年
額
五
六
万
円
て
い
ど
の
超
過
負
担
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
計
算

に
な

る
むと

に
も
か
く
に
も
長
岡
京
市
の
保
育
関
係
予
算
は
、
学
童
保
育
運
営
費
を
合
わ
せ
れ
ば
、
本
年
度
は
七
億
円
を
超

え
、

一
般
会
計
当

初
予
算
の
九

・
四
%
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
傾
向
の
続
く
限
り
明
年
度
は
、

一
般
会
計

の

一
割
を
保
育
費
が
占
あ
る
こ
と
は
容
易
に
予

想

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
、

保
育

所

の
あ

り
方

を
め

ぐ

っ
て

ω

児
童
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
た
当
初
に
お
け
る
保
育
所
は
、
実
際
に
は
低
所
得
階
層
を
対
象
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
昨

年

の
厚
生
白
書
は
、

「
保
育
所
は
、
沿
革
的
に
は
、

"育
児
は
家
庭
"
と
い
う
伝
統
的
な
育
児
観
の
下
で
、
所
得

の
絶
対
的
不
足
を
補

う

た
め
又
は
生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
育
児
担
当
者
ま
で
が
働
か
ざ
る
を
え
な
い
階
層
を
利
用
者
と
し
て
予
定
し
て

い
た
も
の
で
あ
ろ

鈎

と
述

べ
て
い
る
・
と
こ
ろ
が
・
鏝

階
で
の
保
育
所
は
・
白
書

の
表
跫

よ
れ
ば
・

「乳
幼
児
を
抱
え
る
家
庭

叢

身

近
な
施



設

と
し
て
地
域
社
会
に
定
着
し
」

「
あ
る
意
味
で
母
親
の
就
労
を
保
障
す
る
施
設
と
し
て
の
機
能
を
も
果
た
し
て
い
る
」
が
、
み
て
き

た
よ
う
に
負
担
公
平
の
見
地
か
ら
見
れ
ぼ
、
種
々
の
聞
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
長
岡
京
市
の
社
会
福
祉
行
財
政
を
分
析

し
た
あ
る
研
究

者

は
こ
の
点
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「保
育
行
政
は
、
最
近
、
い
く

つ
か
の
点
で
当
初
に
お
い
て
は
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
問
題
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
第

一
は
、
保
育
需
要
が
、
中
所
得
層
以
上
か
ら
強
く
生
じ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
最
近
の
保
育
需
要
の
大
半
は
、
こ
の
所
得
層
か
ら
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
観
察
が
あ
る
。
こ
の
層
で
あ
れ
ぼ
こ
そ
、
市
行
政
の
内
情
や
法
に
も
通
じ
、
組
織
化

に
よ
り
政
治
的
圧
力
を
形

成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
市
行
政
は
こ
れ
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
同
時

に
保
育
行
政
と
は
何
か
と

い
う
問
題
が
真
剣
に
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
気
運
を
作
る
こ
と
に
も
な

っ
た
。
こ
こ
で
中
所
得
層
と
い
っ
て
い
る
グ
ル
ー
。フ

は
、
社
会
全
体
の
経
済
生
活
の
向
上
の
中
で
、
自
分
た
ち
の
欲
求
水
準
を
高
め
、
そ
の
水
準
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
共
働
き
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
る
層
で
あ
る
。
こ
の
需
要
自
体
に
は
、
自
然
の
勢
い
と
し
て
無
理
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
行
政
が
こ

O

れ
に
責
任
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
が
新
し
く
生
れ
た
難
問
で
あ
る
。」

も
ち
ろ
ん
こ
の
難
問
を
抱
え
て
い
る
の
は
長
岡
京
市
の
み
で
は
な
い
。
人
口
急
増
都
市

(六
市
)
の
社
会
福
祉
関
係
費

の
実
態

の
分

析
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
別
の
研
究
者
は
次
の
よ
う
な
改
善
策
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。

「第

一
は
、
現
行
の
社
会
福
祉
行
政
に
お
け
る
、
国
と
地
方
な
ら
び
に
受
益
者

(と
く
に
保
育
所
の
ぼ
あ
い
)
の
負
担
区
分

の
再
検

討
が
必
要
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
国
は
予
算
の
枠
内
で
の
事
業
認
定
や
超
過
負
担
を
通
じ
て
地
方
に
財
政
負
担
を
押

し
つ
け
、
住
民

は
保
育
料
の
保
育
単
価

(国
の
そ
れ
で
あ
れ
、
地
方
の
そ
れ
で
あ
れ
)

へ
の
接
近
を
極
力
防
止
し
よ
う
と
す
る
。
地
方
自
治
体
と
く

に
事
業
主
体
で
あ
る
市
町
村
は
、
結
局
は

一
般
財
源
に
そ
の
逃
れ
先
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
今
日
の
地
方
財
政

の
困
難

と
と
も
に
そ
の
方
式
が
デ
ツ
ド

・
ロ
ツ
ク
に
の
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
公
営
の
保
育
所
の
運
営
は
不

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

一
五



一
六

可
能
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
対
策
と
し
て
は
、
国

の
保
育
単
価
を
引
上
げ
る
と
共

に
、
所
得
階
層

の
高
額
所
得
部
分

の
細
分
化

を
進
め
て
、
実
態
に
即
し
た
保
育
料

の
徴
収
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
不
可
能
な
ら
ば
、
今
日
の
保
育
所
の
運
営
と
負

担
関
係

に
抜
本
的
な
改
革
が
必
要

で
あ
る
。」

さ
ら
に
、
第

二
の
提
案
と
し
て
、
市
立
福
祉
施
設

の
運
営

の
効
率
化
と
、
利
用
者
の
グ
ル
ー
。フ
活
動

の
育
成
を
説

か
れ
た
こ
の
研
究

者

は
、

「第
三
に
、
保
育
所
の
性
格

に
つ
い
て
は
、

"要
措
置
児
童

の
た
め
の
福
祉
施
設
"
、

"児
童

の
安
全
で
健
全
な
発
達

の
た
め
の
就

学
前
教
育
施
設
"
、

"婦
人

の
労
働
権
を
保
障
す
る
た
め
の
施
設
"
な
ど
の
意
見
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ
っ
て
保
育
料
の

あ
り
方
や
性
格
論
議
が
異

っ
て
く
る
。
し
か
し
、
現
実
問
題
と
し
て
は
、

"要
措
置
児
童

の
た
め
の
施
設
"
と
い
う
立
場
か
ら
、
応

能
負
担
を
強
め
、
高
所
得
者
で
は
実
際

の
保
育
単
価

(も
ち
ろ
ん
効
率
化
し
て
の
上
で
あ
る
が
)

に
近
い
も
の
を
負
担
す
る
よ
う
考

⑥

慮
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。」
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
保
育
所
を
就
学
前
教
育
施
設
と
し
て
、
同
時
に
婦
人
の
労
働
権
保
障
の
た
め
の
施
設
と
し
て
理
解
す

る
立
場
に
立
っ
研

究

者
に
と

っ
て
は
、
保
育
料

の
応
能
負
担
は
も

っ
て
の
外
の
論
議
と
な
る
ら
し
い
。

た
と
え
ば
、
昨
年
創
刊
さ
れ
た

『保
育
白
書
』
は

「受
益
者
負
担
論

の
根
を
絶

つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
、

「児
童
福
祉
法

第

二
条
か
ら
す
れ
ぱ
、
保
育
所
の
経
費
は
、
国

・
地
方
公
共
団
体

・
親
の
三
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
護
者
負
担
は
運

営
費
の
三
分
の

一
以
下
で
よ
い
は
ず
で
あ
り
、
運
営
費
の
三
分
の

一
を
均

一
定
額
の
保
育
料
と
し
て
設
定
し
、
貧
困

・
低
所
得
者

に
対

O

し
て
は
、
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
金
と
同
様
な
方
式
に
よ
っ
て
保
育
料

の
公
費
援
助
す
れ
ば
足
り
る
は
ず
で
あ
る
。」

と
主
張
し
て

い
る
。
法
二
条
の
解
釈
か
ら
ど
う
し
て
保
護
者
負
担
が
三
分
の

一
以
下
で
良
い
こ
と
に
な
る
の
か
、
私

に
は
と
て
も
理
解

で
き
な
い
が
、

保
育
料
の
応
能
負
担
の
論
議
自
体
が
低
俗
だ
と
す
る
意
見
も
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。



「負
担
公
平
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
、
低
額
の
保
育
料
で
は
保
育
所
に
入
れ
た
者
と
入
れ
な
か
っ
た
者
と
の
間
の
公
平
が
保
て
な
い

と
い
う
低
次
元
の
主
張
が
俗
耳
に
入
り
易
い
形
で
だ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
理
論

の
問
題
と
い
う
よ
り
も
政
策

の
問
題
で
あ
っ
て
、

必
要
十
分
な
保
育
所
を
供
給
す
る
こ
と
、
ま
た
共
同
保
育
所
等

へ
の
十
分
な
助
成
を
行
な
え
ぼ
す
む
こ
と
で
あ
る
。

問
題
は
、
自
治
体
に
そ
れ
が
や
れ
る
だ
け
の
財
政
的
力
量
が
な
い
こ
と
、
国
が
福
祉
充
実

に
必
要
な
財
源
措
置

を
と
っ
て
お
ら
ず

⑧

低
福
祉
政
策
が
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
全
体
と
し
て
の
財
政
策

・
経
済
政
策

の
あ
り
方
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
」

四
、

保
育

所

の
あ

り
方

を

め
ぐ

っ
て

②

-

神
戸
市
保
育
問
題
審
議
会
の
答
串
に
学
ぶ
ー

も
ち
ろ
ん
今
の
自
治
体
財
政
が
貧
弱
で
あ
る
こ
と
、
国
が
、
地
方

の
福
祉
充
実
に
必
要
な
財
源
措
置
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
は
事
実

で
あ
り
、
そ
の
抜
本
的
改
善
が
望
ま
れ
る
。

だ
が
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
保
育
料

の
保
護
者
負
担
を
軽
減
し
、
保
育
所
を
ぷ
や
し
、
共
同
保
育
所

へ
の
助
成
を
強
化
す
れ
ぼ
問
題

は
解
決
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
り
わ
け
申
所
得
層
以
上
の
保
育
要
求
が
、
現
状
で
は
、
保
護
者
の
費
用
負
担
を
軽
視

し
た
福
祉
需
要
の

増
大
化
を
支
持
し
て
い
て
い
る
限
り
、
保
育
所

の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
の
公
正
な
論
議
は
登
場
し
に
く
い
。

「過
大
な
福
祉
選
好
表
示
が
福
祉
需
要
の
高
度
化
と
多
様
化
の
な
か
で
生
ず
れ
ば
、
国
民
の
多
数
が
過
大
な
福
祉
需
要
を
表
明
し
、

政
治
的
意
思
決
定
過
程
の
な
か
で

"福
祉
を
高
め
る
こ
と
"
が
誰
も
反
対
で
き
な
い
殺
し
文
句
と
し
て
働
ら
け
ぼ
、
社
会
的
に
歪
ん

だ
選
択
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
費
用
負
担
の
面
か
ら
福
祉
を
高
め
る
こ
と
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
正
論
は
政
治
的
過
程
の

⑨

な
か
で
は
殺
し
文
句
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
」

中
桐
宏
文
教
授
の
以
上
の
指
摘
は
、
正
し
い
福
祉
の
み
な
お
し
に
立
脚
す
る
保
育
所
観
の
成
立
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
実
状
か
ら
見
て

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

一
七



一
八

妥

当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
教
授
は
、

「単
に
福
祉
の
充
実
を
政
治

の
論
理
の
貫
徹
し
や
す
い
地
方
自
治
体
か
ら
実
現
し
よ
う
と
し
て

も
大
き
な
壁
に
つ
き
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
福
祉
と
い
う
誰
も
が
欲
し
が
る
織
物
は
、

"夕
鶴
"
の
鶴
の
羽
か
ら
織
ら
れ
る
布
と
似
て
い

て
、

わ
が
身
を
削

っ
て
織
る
も
の
で
あ
る
。

あ
ま
り
政
治

の
論
理
で
無
理
強

い
を
し
て
は
織
物
は
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
」

0

と
説
い
て
お
ら
れ
る
。

果
し
て
乳
児
保
育
や
長
時
間
保
育
を
、
こ
れ
か
ら
も
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
児
童
福
祉
の
理
念
に
適
う
の
か
、
保
育
所
に
教
育
機
能

の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
現
在
、
幼
稚
園
と
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
、

「
保
育
に
欠
け
る
」
ど
い
う
入
所
基
準
を
、
今
日

で
は
ど
う
解
釈
す
る
の
が
良

い
の
か
、
保
育
料

の
負
担
区
分
は
、

い
か
に
あ
る
べ
き
か
な
ど
に
つ
い
て
、
多
方
面
か
ら
の
論
議
が
重
ね

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

だ
が
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
長
岡
京
市

の
保
育
行
政
の
窮
状
を
打
開
す
る
上
で
、
具
体
性
を
も
っ
た
改
善
方
策
を
申
央
児
童
福

祉
審
議
会

の
諸
答
申

に
求
め
る
こ
と
は
今

の
と
こ
ろ
無
理
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
審
議
会
が
、
四
六
年

一
〇
月

に
行
な
っ
た

「保
育

所

に
お
け
る
幼
児
教
育

の
あ
り
方

に
つ
い
て
」

の
意
見
具
申
や
、
四
九
年
十

一
月
の

「今
後
推
進
す
べ
き
児
童
福
祉
対
策
に
つ
い
て
」

の
答
申
や
、
同
審
議
会

の
保
育
対
策
特
別
部
会

の
「今
後
に
お
け
る
保
育
所
の
あ
り
方
」
(五

一
年
十
二
年
十
六
日
の
申
間
報
告
)
な
ど

は
、
長
期
の
展
望
に
立

っ
た
児
童
福
祉
対
策

の
樹
立
と
、
問
題
に
対
す
る
国
民
的
合
意
の
必
要
を
説
き
な
が
ら
、
表
現
が
抽
象
的
で
、

当
面
の
方
策
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
提
言
に
欠
け
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
五

一
年
二
月
に
神
戸
市
保
育
問
題
審
議
会
が
行
な

っ
た
答
申
は
、
保
育
所
の
あ
り
方
を
め
ぐ

っ
て
、
か
な
り
具

体
的
な
提
案
を
行
な

っ
て
お
り
、
各
自
治
体
の
保
育
行
政
が
当
面
す
る
隘
路
を
打
開
す
る
上
で
、
示
唆
に
富
む
内
容
を
も

っ
て
い
る
も

の
と
い
え
る
。

「保
育
需
要
の
多
様
化
に
対
応
す
る
神
戸
市
保
育
行
政
の
基
本
方
策
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
の
答
申
は
、
1
前
文
、
豆
乳
幼
児



保
育
の
現
状
と
問
題
点
、
皿
公
的
サ
ー
ビ

ス
と
し
て
の
保
育
行
政
の
基
本
的
な
あ
り
方
、
W
保
育
に
欠
け
る
要
因
と
公
的
保
育
所
の
役

割
、
V
当
面

の
保
育
行
政

の
方
策
に
つ
い
て
、
W
結
語
の
六
部
に
分
け
ら
れ
た
か
な
り
長
文

の
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
各
部
門
ご
と

に
そ
の
主
張
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
1
前
文
は
、
乳
幼
児
を
め
ぐ
る
保
育
環
境
が
、
社
会
環
境
の
変
動
と
婦
人
の
社
会
意
識

の
変
革
な
ど
に
よ
り
変
容
し
た
こ
と
、

保
育
需
要
の
増
大
と
多
様
化
が
、
神
戸
市
に
相
当
な
財
政
負
担
を
強
い
て
い
る
と
述

べ
、

「児
童
福
祉
の
理
念
を
基
礎
と
し
、
公
的
サ

ー
ビ

ス
と
し
て
の
保
育
行
政
の
施
策
目
標
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
保
育
行
政
の
あ
り
方
を
検
討

し
、
保
育
に
要
す

る
経
費

の
負
担
方
法
、
未
認
可
保
育
施
設

の
位
置
づ
け
、
保
育
時
間
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
」
の
基
本
的
な
方
向
を
答
申
す
る
と
述

べ

て
い
る
。

次

い
で
、
∬
乳
幼
児
保
育
の
現
状
と
問
題
点
で
は
、
神
戸
市
に
お
け
る
乳
幼
児
保
育
需
要
を
、
就
学
前
児
童
の
約

一
〇
%
と
推
計
し

て
お
り
、
保
育
所
増
設
が
過
去

一
〇
年
に
か
な
り
早
い
テ
ン
ポ
で
進
め
ら
れ
た
が
、
な
お
か
つ
一
三
、
○
○
○
人
の
保
育
需
要
の
す

べ

て
を
満
た
し
て
い
な
い
と
述

べ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
大
阪
市
の
例
を
み
て
み
る
と
、
五
二
年
四
月

一
日
現
在
、

⑬

就
学
前
児
童
二
四
三
、
三
〇
八
人
中
、
保
育
所
入
所
児
童
は
二
七
、
六
四
六
人
で
、
そ
の

一
一
・
四
%
を
占
め
て
お
り
、
神
戸
市
の
場

合

と
大
差
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
長
岡
京
市
の
場
合
、
保
育
所
入
所
児
は
す
で
に
就
学
前
児
童
の

一
六

・
八
%
に
達
し
て
お
り
、
さ
ら
に

同
市
福
祉
事
務
所
の

一
推
計
資
料
で
は
、
今
後
五
年
問
に
保
育
所
の
新
設
、
増
改
築
を
進
め
て
合
計
九
二
五
人
の
定
員
増
を
計
画
し
て

⑫

い
る
か
ら
、
五
七
年
に
は
就
学
前
児
童
の
実
に
三

一
・
九
%
の
保
育
所
入
所
が
可
能
と
な
る
計
算
に
な
る
。

要

保
育
児
童
を
就
学
前
児
童
の

一
割
と
み
て
、
な
お
か
つ
そ
の
保
育
需
要
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
点

の
第

一
と
し
て
い
る

神
戸

市
の
答
申
か
ら
、
長
岡
京
市
が
ま
ず
学
ぶ
べ
き
点
は
、
市
民
福
祉
に
立
脚
し
た
要
保
育
児
童
実
態
調
査
の
実
施

と
そ
の
分
析
で
あ

ろ
う
。

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

』
九



二
〇

さ
ら
に
神
戸
市

の
答
申
は
、
第

二
の
問
題
点
と
し
て
、
各
種

の
未
認
可
施
設

の
閥
題
を
あ
げ
、
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
レ
ベ
ル

に
達
し
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
施
設
に
対
す
る
公
費
助
成
方
法
が
包
括
的
で
、
助
成
額
の
算
定
根
拠
が
明
確
を
欠
い
て
い
る
と
述

べ
て
い

る
。第

三
の
問
題
点
と
し
て
、
長
時
間
保
育

の
要
望
を
と
り
上
げ
て
い
る
が
、

「
長
時
間
保
育

に
つ
い
て
は
、
乳
幼
児

の
成
長
発
達
に
と

っ
て
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
声
も
強
く
、
児
童
福
祉
施
設
と
し
て
の
保
育
所
の
あ
る
べ
き
姿
か
ら
そ
の
解
決
の
方
向
を
さ
ぐ
る
必
要
が

あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
答
申
は
、
試
行
錯
誤
の
う
ち
に
進
め
ら
れ
て
い
る
障
害
児
保
育
は
、
広
く
障
害
児
福
祉
対
策

の

一
環

と

し
て
総
合
的
な
検
討
を
加
え
、
そ
の
な
か
で
保
育
所
の
役
割
、
保
育
内
容
な
ど
に
つ
い
て
専
門
的
見
地
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
第
四
の
問
題
点
と
し
て
と
ら
え
、
第
五
に
保
育
所
の
設
備
と
保
母
の
労
働
条
件
を
あ
げ
、
第
六
に
保
育
所
と
幼
稚
園
と
の
関
係

の
検
討
を
と
り
あ
げ
た
後
、
第
七
の
問
題
点
と
し
て
保
育
所
運
営
経
費
の
負
担
原
則
の
不
明
確
を
、
第
八
の
問
題
点
と
し
て
保
育
所
入

所
措
置
基
準
の
問
題
を
あ
げ
て
い
る
。

次
い
で
、
巫
公
的
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
保
育
行
政
の
基
本
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
今
後
の
保
育
行
政
の
具
体
的
方
策
は
、
四

つ

の
基
本
理
念
に
沿

っ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
ま
ず
、
第

一
に
、
児
童
福
祉
法
の
精
神
に
則

っ
た
乳
幼
児
の
環
境
、

健
康

の
保
障
、
第
二
に
社
会
福
祉

の
実
現
に
は
、
国
、
自
治
体
、
家
庭
、
地
域
社
会
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
す

べ
き
で
、
行
政
が
そ

の
す
べ
て
を
果
す
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
基
本
理
念
を
あ
げ
て
い
る
が
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
第
三
、
第
四
の

原

則
提
示
で
あ
る
。

「第
三
に
、
福
祉
問
題
に
つ
い
て
公
的
部
門
の
果
す
役
割
は
、
市
民
の
相
互
扶
助
精
神

に
基
づ
く
市
民
生
活
安
定

の
た
め
に
不
可
欠

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
福
祉
行
政
の

一
端
と
し
て
の
公
的
な
保
育
サ
ー
ビ

ス
が
基
本
的

に
担
当
す
べ
き
範

囲
と
内
容
は
、
社
会
的
リ
ス
ク
の
共
同
除
去
i
社
会
的
な
不
測

の
事
態
に
お
ち
い
っ
た
家
庭

の
生
活
上
の
困
難
を
社
会
連
帯

の
精
神



に
よ
り
共
同
的
に
除
去
す
る
ー
と
い
う
面
を
中
・10
と
し
、
ま
た
、
そ
の
サ
ー
ビ

ス
の
内
容
は
社
会
的
な
判
断
か
ら
客
観
的
に
承
認
さ

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
公
的
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
保
育
行
政
の
分
担
す
る
機
能
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
い
わ
ゆ
る
社
会
価
値
の
極
大
化
i
社
会
全
体
の
福
祉
を
最
大
限
に
意
図
す
る
な
か
で
、
個
人
生
活
を
援
助
す
る
こ
と
ー
が
実

現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
本
来
公
的
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
れ
に
要
す
る
費
用
を
税
金
の
形
で
負
担
す
る

一
般
市
民
ど
、
そ
の
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
人

々
と
の
間
の
社
会
契
約
の
も
と
で
提
供
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
、
い
わ
ゆ
る
市
場

の
サ
ー
ビ

ス
と
は
根
本
的
に

異

な

っ
て
い
る
。
公
的
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
さ
れ
る
保
育
所
保
育
の
場
合
も
、
決
し
て
こ
の
よ
う
な
原
則
の
例
外
で
は
な
い
。
し

た
が

っ
て
、
公
的
な
負
担
を
ど
も
な
う
保
育
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も
他

の
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
同
様
に
、
費
用
の
負
担
者
と
サ
ー
ビ
ス

の
受
益
者
と
の
契
約
合
意
を
基
礎
と
す
る
こ
と
ほ
当
然
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
負
担
と
受
益
、

そ
の
権
利
と
義
務

⑬

の
履
行
に
つ
い
て
も
両
者

の
参
加
を
基
礎
と
す
べ
き
で
あ
る
。」
(以
上
傍
点
は
上
田
が
付
し
た
。
)

W
保
育
に
欠
け
る
要
因
と
公
的
保
育
所
の
役
割
に
お
い
て
答
申
は
、
厚
生
省
通
達

(昭
和
三
六
年
)
に
よ
る
現
行

の
保
育
所
入
所
基

準

と
な
っ
て
い
る

「保
育
に
欠
け
る
」
七
つ
の
事
由
i

①
母
親
の
居
宅
外
労
働
、
②
母
親
の
居
宅
内
労
働
、
③
母
親
の
い
な
い
家
庭
、

④
母
親
の
出
産
等
、
⑤
疾
病
の
看
護
等
、
⑥
家
庭
の
災
害
、
⑦
特
例
の
場
合
i

は
、
そ
れ
ぞ
れ
保
育
に
欠
け
て
い
る
状
態
に
着
目
し

た
も
の
で
、
必
ず
し
も
保
育
に
欠
け
る
に
至

っ
た
原
因
を
と
ら
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
よ
り
妥
当
な
入
所
基
準
を
求
め
る

上

で
ほ
、

「保
育
に
欠
け
る
」
七
つ
の
事
由
を
次
の
四

つ
の
社
会
的
要
因
に
分
類

・
集
約
し
て
、
社
会
的

ニ
ー
ヅ
と
対
応
さ
せ
る
べ
き

だ
と
し
て
い
る
点
は
極
め
て
注
目
さ
れ
る
。

即
ち
、
第

一
の
社
会
的
要
因
は
、

「社
会
的
リ
ス
ク
に
よ
る
母
親
就
労

に
原
因
を
有
す
る
保
育
需
要
」
と
呼
ば
れ
、
貧
困
、
低
所
得
、

母
子
世
帯
等
の
理
由
で
母
親
が
就
労
し
、
代
替
的
保
育
者
が
な
い
場
合
お
よ
び
、
病
人

・
障
害
者
が
家
庭
内
に
い
る
場
合
、
出
産

・
災

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

一二



二
二

害
等
に
よ
る

一
時
的
あ
る
い
は
不
時

の
保
育
需
要
が
生
U
た
場
合
で
あ
る
。

第

二
の
社
会
的
要
因
は
、

「社
会
的
リ
ス
ク
ど
い
う
要
因
以
外
に
よ
る
母
親
の
社
会
活
動

へ
の
参
加
の
場
合
」

で
、
婦
人
の
高
学
歴

化

、
高
所
得
に
対
す
る
欲
求
と
家
族
構
造
の
変
化
に
よ
る
代
替
的
保
育
者
の
不
在
な
ど
か
ら
生
ず
る
家
庭
の
意
図
的
選
択
的
保
育
需
要

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
形
で
顕
在
化
し
て
い
る
保
育
需
要
に
応
え
る
公
的
サ
ー
ビ
ス
に
は
受
益
者
負
担
の
原
則
を
貫

ぬ
く

べ
き
だ
と
し

て

い
る
。

保
育
に
欠
け
る
第
三
の
社
会
的
原
因
は
、
社
会
環
境
の
悪
化
に
関
連
し
て
生
ず
る
場
合
で
あ
る
が
、

「
乳
幼
児
を
と
り
ま
く
環
境
上

の
条
件
を
保
育
所
保
育
で
解
決
す
べ
き
だ
」
と
い
う
考
え
方
は
、
問
題
解
決

の
本
筋
か
ら
外
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

第
四
の
社
会
的
要
因
と
し
て
、
答
申
は
、
核
家
族
化
、

一
家
族
当
り
児
童
数
の
減
少
な
ど
の
理
由
か
ら
で
き
る
だ
け
早
期
に
集
団
教

育

を
受
け
さ
せ
た
い
と
す
る
要
求
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
制
度
的
な
教
育
の
役
割
と
家
庭
の
も
つ
本
来
的
教
胃
機
能
を
十
分
検

討
す

べ
き
だ
と
説
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
基
本
的
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

「
保
育

に
欠
け
る
」
社
会
的
要

因
を
、
社
会
的
リ

ス
ク
に
よ
る
場
合
と
、
社
会
的
リ
ス
ク
と
い
う
要
因
以
外
に
よ
る
母
親
の
就
労
と
に
分
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

以
上
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
答
申
は
、
V
当
面
の
保
育
行
政
の
方
策
と
し
て
、
次

の
五
項
目
の
提
言
を
行
な

っ
て
い
る
。

1
、
保
育
所
入
所
基
準
は
保
育

に
欠
け
る
社
会
的
要
因
に
よ
り
、
優
先
順
位
決
定

に
つ
い
て
の
枠
組
が
客
観
的

・
具
体
的

に
設
定
で

き
る
よ
う
そ
の
指
標
化
を
求
め
る
こ
と
。

2
、
保
育
料

の
負
担
は
本
来
は
受
益
者
急
担

の
原
則
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
社
会
的
リ
ス
ク
に
か
か
る
サ
ー
ビ

ス
の
受
益
に
つ
い

て
は
公
費
負
担
は
合
理
的
で
あ
る
。

3
、
未
認
可
保
育
施
設
は
、
認
可
施
設

へ
の
移
行
が
基
本
で
あ
る
こ
と
。

4
、
保
育
時
間
の
延
長
問
題
は
、
母
親
の
労
働
条
件
か
ら
の
要
望
が
強
い
が
、
乳
幼
児
の
心
身
発
達
の
立
場
か
ら

は
時
間
延
長
は
避



け
る
べ
き
だ
と
し
、
特
に
夜
問
に
ま
で
お
よ
ぶ
よ
う
な
長
時
間
保
育
は
公
的
制
度
と
し
て

一
般
化
し
て
は
な
ら

な
い
と
断
言
し
て

い
る
。

5
、
保
育
所

の
増
設
、
保
育
内
容

の
向
上
は
、
他

の
公
共
サ
ー
ビ
ス
、
福
祉
政
策
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
な
い
と
市
民
的
合
意
が
得

ら
れ
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
W
結
語
と
し
て
、
国
に
対
す
る
要
請
、
関
連
施
策
に
つ
い
て
の
要
請
を
列
記
し
た
の
が
、
神
戸
市
の
答
申
で
あ
る
。

五

、

お

わ

り

に

長
岡
京
市
の
窮
迫
し
た
保
育
行
政
の
実
態
を
背
景
に
、
保
育
所
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
諸
研
究
者
の
主
張
や
、
神
戸
市
保
育
問
題
審
議

会

の
答
申
を
検
討
し
た
結
果
、
す
く
な
く
と
も
長
岡
京
市
が
行
政
主
体
と
し
て
反
省
す
べ
き
点
は
次
の
二
点

に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

ま
ず
第

一
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、

「保
育
に
欠
け
る
」
と
い
う
厚
生
省
の
示
し
て
い
る
七
つ
の
条
件
に
つ
い
て
、
市
民
福
祉
の
観

点

か
ら
慎
重
な
分
析
を
欠

い
て
き
た
点
で
あ
る
。
多
様
化
し
た
保
育
需
要
に
対
応
す
る
行
政
側
の
供
給
体
制
に
つ
い
て
充
分
な
判
断
を

示
さ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
保
育
所
の
入
所
基
準
に
関
し
て
示
さ
れ
た
神
戸
市
答
申
に
お
け
る
社
会
的
要
因

に
よ
る
分
類
は
、

こ
れ
か
ら
の
保
育
所
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、
基
本
的
な
参
考
意
見
と
な
る
も
の
と
い
え
る
。

第

二
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
保
育
料
の
受
益
者
負
担
の
原
則
を
行
政
当
局
が
実
質
的
に
否
定
し
て
き
た
点
で
あ
る
。
受
益
者
の
組
織

的
要
求
に
対
応
し
た
市
の
保
育
料

の
設
定
が
、
市

の
財
政
を
圧
迫
し
、
よ
り
多
く
の
市
民

(
一
般
納
税
者
)
の
不
満
を
招
い
て
い
る
ば

か
り
か
、
よ
り
多
く
の
市
民
福
祉
の
分
野

の
絶
対
的
貧
困
を
も
た
ら
し
た
行
政
責
任
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

以
上
の
ご
つ
の
反
省

の
上
に
立

っ
た
当
面
の
改
善
方
策
は
、
前
二
節
に
お
い
て
み
て
き
た
こ
れ
か
ら
の
保
育
所
の
あ
り
方
の
な
か
か

保
育
所
行
政
と
費
用
負
担
に
つ
い
て

二
三



ご
四

ら
求

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
要
は
地
域
福
祉
、
ま
た
は
市
民
福
祉
の
枠
組
の
申
で
、
保
育
所
の
あ
る
べ
き
姿

を
考
え
る
の
が
本

筋

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
私

に
は
次

の
よ
う
な

一
市
民
の
主
張
が
、
も

っ
と
も
公
正
で
妥
当
な
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

「例
え
ば
、
親

の
い
な
い
子
供
達

の
生
活
、
気

の
毒
な
家
庭

の
子
供
達

の
生
活
や
保
育
な
ら
ば
、
さ
ら
に
は
ボ
ラ

ン
テ
イ
ァ
活
動
に

出

る
た
め
に
子
供
を
預

っ
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
た
よ
う
な
場
合
な
ど
な
ら
ば
、
そ
の
費
用
は
皆
で
協
力
し
て
分
担
す
る
の
が
社
会
福
祉

の
セ
ン
ス
で
あ
る
。
け
れ
ど

一
般
家
庭
の
夫
婦
が
、
わ
が
家
の
経
済
成
長
を
目
指
し
て
土
ハ働
き
す
る
都
合
か
ら
子
供

を
保
育
に
出
す
場

合
は
事
情
は
別
で
あ
る
。

市

が
国
の
基
準
を
越
え
て
独
自
に
莫
大
な
保
育
援
助
費
を
支
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

一
般
社
会
福
祉
対
策
と
の
バ
ラ
ン
ス
、

つ

ま
り
社
会
的
公
正
を
配
慮
し
、
そ
れ
と
同
時
に
受
益
者
の
声
よ
り
は
、
肝
心
の
負
担
者
で
あ
る

一
般
納
税
市
民
の
声

を
よ
く
聞
い
た
上

⑭

で
、
保
育
料
を
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
桜
井
八
太
郎
さ
ん
は
長
岡
京
市
居
住
の
全
盲
の
老
人
で
あ
る
が
、

こ
の
主
張
と
さ
き
の
神
戸
市
の
答
申

の
趣
旨
は
全
く
同

一
で
あ
る
と
い
え
る
。

(昭
和
五
二
年
十
二
月
十
日
稿
)

①

地
方
行
政
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

『都
市
の
社
会
福
祉
行
政
と
費
用
負
担
の
問
題
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
報
告
書
』
昭
和
五
二
年
三
月

(全
七
三
〇

頁
)

②

長
岡
京
市
福
祉
事
務
所
福
祉
課

「昭
和
五
二
年
度

・
長
岡
京
市
の
保
育
行
政
の
現
状
」
一
七
頁
。

③
⑭

桜
井
八
太
郎

「今
の
福
祉
対
策
の
問
題
点
-

長
岡
京
市
の
場
合
1

」

④

『
厚
生
白
書

』
五

一
年
版
、

一
〇

一
頁
。

⑤

①

の
報

告
書

に
お
け
る
村

松
岐
夫
教
授

の
分
析

(
同
、

九
九
頁
)

⑥

①

の
報
告
書

に
お
け
る
雀
部
猛
利
教
授

の
分
析

(同

・
五

=

一1

三
頁
)

⑦

全
国
保
育
団
体
合

同
研
究
集
会
実
行
委
員
会
編

『
保
育
白
書

』

一
九
七
六
年
版
、
四
頁
。



⑧

坂
野
光
俊

「
福
祉

と
経
済
」
、
真
田
是
編

『
現
代

の
福
祉

』
昭
和

五
二
年

、

一
八
五
頁
。

⑨

申
桐
宏
文

「
地
方
財
政

に
お
け
る
福
祉

と
そ
の
ジ
レ
ン
マ
」

『
月
刊
福
祉
』
昭
和
五
二
年
十

二
月
号

、
二
〇
頁
。

⑩

同
右
、

二
五
頁

。

⑪

大
阪
市
民
生
局
保
育
部

「
保
育
所

の
機
能

ど
役
割
」
昭
和

五
ご
年
八
月
、
二

一
頁
。

⑫

長

岡
京
市
福
祉
事
務
所

社
会
課

「
児
童
福
祉
施
設
整
備
計
画
お
よ
び
就
学
前
人
口
将
来

推
計

」
昭
和

五
二
年

二

月
。

⑱

神

戸
市
保
育
問
題
審
議
会

「
保
育
需
要

の
多
様
化

に
対
応
す
る
神
戸
市
保
育
行
政

の
基
本
方
策

に
つ
い
て
(答
申
)
」
昭
和
五

一
年

二
月
、

『
季
刊

・
都
市
政
策
』
第

七
号
、
昭
和
五
二
年

七
月
、
ご
〇
八
i
九
頁
。

(付
記
)
本
稿

の
作
成

に
当

っ
て
は
長
岡
京
市
福
祉
事
務
所

の
絶
大
な
資
料
的
協
力
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
。
付
記
し
て
感
謝
す
る
。

保
育
所
行
政

と
費
用
負
担

に
つ
い
て

二
五


